








1.研究の目的

新生児・未熟児管理の進歩により,我国の周産期死亡率は著しく改善されたが,周産期死亡

や周産期罹病率に占める胎児異常の頻度は逆に増加する傾向にある。それだけに,胎児異

常の発生が予測される妊娠及び,胎児異常を合併する妊婦の管理が,臨床上大きな問題とな

りつつある。

一方,急速に進歩しつつある診断技術も,その臨床応用となると,症例が多彩である反面,各

疾患についての頻度が極めて低いという胎児疾患特有の性格を有するが故に,いくつかの

報告があっても,我が国においては依然として試行錯誤の域を脱していないと考えられる。

胎児疾患診断に関する倫理的問題,ならびに胎児医療が医療として確立されていないとい

う社会的問題も加わって,わが国における胎児疾患診断・治療は,発達障害児の早期ケアシ

ステムを考える上で,転機に立たされているのではなかろうか。

本研究では,過去 3 年間にわたる厚生省心身障害研究“妊娠の異常発現予知とその対策に

関する研究”(主任研究者 水野正彦)における胎児異常の管理指針に関する研究(分担研究

者 神保利春)の研究成果を引き継ぎ,心身障害の胎児診断・治療を医療として確立させる

目的で以下に述べるリサーチ・クェスチョンを設定し,研究を行った。


